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－学則変更の趣旨－2－ 

 

学則の変更の趣旨等を記載した書類 

 

 

Ⅰ．収容定員変更の内容 

 

令和 5 年 4 月 1 日から、健康福祉学部医療情報学科及び社会福祉学科の入学定員と収容定

員並びに農学部生物生産学科の入学定員と収容定員を【表 1】のとおり変更し、入学定員充足率

の適正化を図る。 

 

【表 1】 

変  更  後 変  更  前 

医療情報学科 

入学定員 

収容定員 

 

80 名 

320 名 

 

 

 

医療情報学科 

入学定員 

収容定員 

 

70 名 

280 名 

 

 

 

社会福祉学科 

入学定員 

収容定員 

 

75 名 

300 名 

 

 

 

社会福祉学科 

入学定員 

収容定員 

 

60 名 

240 名 

 

 

 

生物生産学科 

入学定員 

収容定員 

 

75 名 

300 名 

 

 

 

生物生産学科 

入学定員 

収容定員 

 

100 名 

400 名 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．収容定員変更の必要性 

 

 農学部生物生産学科は令和元年度（平成 31 年度）の開設から令和 4 年度までの過去 4 年間の

入学者が入学定員を超えた実績がなく【表 2】、平均定員充足率は 0.88 と低くなっている。【表 3】 

 それに対し健康福祉学部医療情報学科及び社会福祉学科については、平成 30 年度から令和

4 年度までの過去 5 年間の実績において、すべての年度において入学者が定員を充足しており

【表 2】、平均定員充足率は医療情報学科が 1.22、社会福祉学科が 1.33 と非常に高い数値で推

移している。【表 3】 

農学部生物生産学科においては、広報活動を十分実施しての結果であることを併せて考えると、

健康福祉学部医療情報学科、社会福祉学科及び農学部生物生産学科の入学定員は現実に則し

ていないことは明確である為、入学定員充足率の適正化を図ることとした。 

 

 



－学則変更の趣旨－3－ 

 

【表 2】入学者数 

年度 

学科 

入学

定員 
H30 R1 R2 R3 R4 

医療情報学科 70 93 85 79 77 92 

社会福祉学科 60 72 79 83 79 86 

生物生産学科 100 - 99 96 70 85 

 

【表 3】定員充足率 

年度 

学科 
H30 R1 R2 R3 R4 平均 

医療情報学科 1.33 1.21 1.13 1.10 1.31 1.22 

社会福祉学科 1.20 1.32 1.38 1.32 1.43 1.33 

生物生産学科 - 0.99 0.96 0.70 0.85 0.88 

 

 

 

 

Ⅲ．収容定員変更に伴う教育課程等の変更内容 

 

今回の収容定員変更に伴う，直接的な教育課程，教育方法及び履修指導方法等の変更はな

い。 

教員組織についても変更はないが，年次進行において，各学科の収容定員等を勘案し，教育

内容の改善が必要な場合においては、調整（教員の他学科への異動等）を検討する。 

また，大学全体の施設・設備等についても現状の環境を維持する。 

なお，学科予算については，学科定員によらず実際の在籍学生数に応じて予算を配当している

ことから，今回の収容定員の変更による影響はない。 
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